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の
金
額
を
援
助
会
員
に
直
接
支
払
い
ま
す
。

・
子
ど
も
1
人
に
つ
き
1
時
間
あ
た
り
の
報

　

酬
基
準
額
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

※
た
す
か
る
サ
ポ
ー
ト（
病
児
・
病
後
児
）の

　

基
準
額
…
市
外
在
住
の
方
は
1
2
0
0
円

 

で
す
。

※「
つ
し
ま
子
育
て
応
援
券
」使
用
可
。

※
依
頼
会
員
が
食
事
、お
や
つ
な
ど
の
提
供
を

　

依
頼
し
た
場
合
は
、提
供
会
員
に
実
費
を

　

支
払
い
ま
す
。

　

子
育
て
の
手
助
け
を
し
て
ほ
し
い
方（
依
頼

会
員
）と
、子
育
て
の
手
伝
い
が
で
き
る
方（
提

供
会
員
）が
お
互
い
に
助
け
合
い
な
が
ら
活
動

す
る
子
育
て
支
援
の
会
員
組
織
で
す
。

対
象

依
頼
会
員　

・
市
内
在
住・在
勤・在
学
で
、0
歳
児（
生
後

　

2
カ
月
以
降
）〜
小
学
6
年
生
の
お
子
さ

　

ん
を
養
育
し
て
い
る
方

・
妊
娠
8
カ
月
〜
産
後
2
カ
月（
多
胎
児
は

　

生
後
12
カ
月
）の
方

提
供
会
員　

・
市
内
在
住
で
、20
歳
以
上
の
健
康
で
子
育

　

て
に
関
心
を
お
持
ち
の
方（
資
格
、経
験
、性

　

別
は
問
い
ま
せ
ん
）

援
助
内
容

・
保
育
所
、認
定
こ
ど
も
園
、幼
稚
園
、小
学

　

校
、放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、習
い
事
な
ど
へ

　

お
子
さ
ん
の
送
迎

・
保
育
所
等
の
始
業
時
間
前
、ま
た
は
終
業

　

時
間
後
の
お
子
さ
ん
の
預
か
り

・
病
気
ま
た
は
、病
気
の
回
復
期
で
あ
り
、保

　

護
者
の
勤
務
の
都
合
に
よ
り
家
庭
で
育
児

　

を
行
う
こ
と
が
困
難
な
と
き
の
預
か
り

・
通
院
、看
護
、冠
婚
葬
祭
、地
域
活
動
、授
業

　

参
観
な
ど
子
ど
も
を
連
れ
て
行
く
こ
と
が

　

で
き
な
い
と
き
の
預
か
り

※
預
か
り
は
、提
供
会
員
の
自
宅
で
行
い
ま
す
。

・
産
前
産
後
の
家
事
、育
児
等
の
援
助（
依
頼

　

会
員
宅
で
行
い
ま
す
）

報
酬
基
準
額

　

依
頼
会
員
は
、援
助
活
動
終
了
時
に
下
記

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー
事
業

げんきっこサポート
（健康児）

曜　日　　　　　　　　　　　　　
月～金曜日

時　間

土･日曜日
祝日･年末年始
（12/29～1/3）

700円 800円

700円 800円

700円 800円

午前7時～午後8時

午後8時～午前1時

午前9時～午後5時

午前9時～午後6時

たすかるサポート
（病児･病後児） 

産前産後の
家事支援

1,200円

　夏休み子どもの居場所づくり事業として、保護者が仕事等で家庭にいない、加えて学童保育を利用していない小学
生に安心･安全な居場所を提供します。
利用日　7月22日㈪～8月30日㈮（土･日曜日、祝日は除く）
　　　　※学校は8月13日㈫～16日㈮のお盆期間、出校日および学校行事がある日は休業します。

対象　食事、身の回りのことが自分でできる小学1～6年生
持ち物　お弁当、お茶(水筒)、帽子、上履き等
申込　5月7日㈫～20日㈪に子育て支援課にある利用申請書を記入し、
　　　提出してください。
　　　利用申請書は市ホームページからもダウンロードできます。
　　　※詳細は、市ホームページまたは直接下記へ。
問合　子育て支援課子育て支援Ｇ　☎24-1121

夏休みに子どもの居場所を提供します

中央児童館

場所 定員 開所時間 事業内容 利用料金

東小学校
西小学校

蛭間小学校

高台寺小学校

60人
※1

※2

預かり事業 3,000円

見守り事業 1,000円

申込時に
登録した方は
利用できます

午前8時～
午後4時30分

午前8時40分～
午後4時30分

※1定員を超えた場合、第2 
　希望または低学年優先の
　選考となる場合がありま
　す（兄弟揃っての利用がで
　きない場合があります）。
※2学校行事等のため、場所
　が変更になる可能性があ
　ります。場所·日にちについ
　ては、申込状況によって、ご
　希望に沿えない場合があ
　ります。
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地
域
で
子
育
て
支
援
の
輪

を
広
げ
ま
せ
ん
か
？

も
し
も
の
時
の
た
め
に

ま
ず
は
登
録
を
！

①なぜ地域の子育て支援が必要なの？

②配慮が必要な子どもへの関わり方

③愛着形成の大切さ

④子どもの急変の時、どうしたらいいの？
   （病気編）

⑤今の子どもの食で気をつけること

⑥子どもの発達と遊び

⑦子どもにとって安全･安心な環境とは？
⑧子どもの急変の時、どうしたらいいの？
   （ケガ･事故編）
⑨みんなで子育てについて考えよう(グループ
　ワーク)･事業説明と登録

ＮＰＯ法人れんこん村の
わくわくネットワーク職員
かるがも園園長

愛西市臨床心理士

津島市民病院小児科部長・
ＮＰＯ法人れんこん村の
わくわくネットワーク職員
津島市栄養士
津島市子育て支援センター
主任
愛西市保育園園長

津島市消防署

ＮＰＯ法人れんこん村の
わくわくネットワーク職員

　

登
録
料
や
会
費
は
無
料
！

　

利
用
予
定
の
な
い
方
も
安
心

の
た
め
に
事
前
に
登
録
を
！

　

あ
ら
か
じ
め
登
録
し
て
あ
れ

ば
緊
急
時
も
ス
ム
ー
ズ
に
サ
ポ

ー
ト
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

【
登
録
方
法
】

　

移
動
事
務
所
、セ
ン
タ
ー
に
来

所
の
ほ
か
、郵
送
で
も
受
け
付
け

可
。

※
移
動
事
務
所
の
予
定
は
毎
月
、

　

市
政
の
ひ
ろ
ば
の
市
民
相
談
ペ

　

ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

　

今
月
は
38
ペ
ー
ジ
の
と
お
り

　

5
月
24
日
㈮
午
前
11
時
〜
正

　

午
に
西
地
区
子
育
て
支
援
セ

　

ン
タ
ー
で
行
い
ま
す
。

※
依
頼
会
員
の
登
録
は
、印
鑑
と

　

母
子
手
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ

　

い
。

▼
問
合

　

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン

　

タ
ー（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
れ
ん
こ
ん

　

村
の
わ
く
わ
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー

　

ク
内
）☎
55
-7
7
0
8

　

愛
西
市
北
河
田
町
郷
西
3
4

 

3
-1

▼
受
付
時
間 

月
〜
金
曜
日
午
前

　

8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

～ファミリー・サポート・センターのしくみ～
（地域みんなで子育てを応援する相互援助活動です）

日   時

5月15日㈬
午前10時～正午

午後1時～3時
午前10時30分～
   午後0時30分

午後1時30分～
         3時30分

午前10時～正午

午後1時～3時

午前10時～正午

午後1時～3時

午前10時～正午

5月17日㈮

5月22日㈬

5月23日㈭

5月30日㈭

内   容 講 師

養成講座のお知らせ 提供会員、大募集中！！
▼場所 文化会館 研修室
▼対象 子育て支援活動に関心のある方、 
　　　 子育て中の方、ファミサポ会員 
※会員登録をしていなくても参加可 
▼参加費 無料 
▼申込 事前に問い合わせ先へ。 
※託児あり(要予約。定員になり次第締め切り) 

  　　　　　　　　　　　　　　　         ※一部のみの受講もできます

① 援助の
　 申し込み

④ 連絡

⑤ 援助活動

⑥ 報酬の支払い
提供会員

（子育ての応援をしたい方）

依頼会員
（子育てを手伝ってほしい方）

③ 承諾

② 援助活動の
　 依頼

有償ボランティアとして
地域のために活動してみませんか？

年齢・性別・経験不問

※一度に全て受講できない場合も受講
　大歓迎！講座は年間4回開催します。
　受講完了後、提供会員として登録でき
　ます。

依
頼
会
員
に

登
録
す
る
に
は
…

提
供
会
員
に

な
る
に
は
…

【講座内容と時間割】

ファミリー・サポート・
センター
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電   話

Ｎ

百町 神尾町

金柳町

名古屋西
流通センター

新おにえ橋

おにえ橋
県
道
美
和
白
浜
線

鹿伏兎最終処分場

日
光
川

西
尾
張
中
央
道

清掃事務所からの
お知らせ

問合　清掃事務所　☎26-4228

リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

一
時
大
量
ご
み
の
排
出
に
つ
い
て
の
お
願
い

ふ
れ
あ
い
収
集
の
お
知
ら
せ

申
込　

介
護
保
険
被
保
険
者
証
お
よ
び
該
当

　

す
る
手
帳（
写
し
可
）を
持
参
の
上
、高
齢

　

介
護
課
ま
た
は
、福
祉
課
へ
。

そ
の
他　

申
込
後
、世
帯
を
訪
問
調
査
し
、収

　

集
の
可
否
お
よ
び
収
集
方
法
を
決
定
し
ま

　

す
。

　 

一
時
大
量
ご
み
の
排
出
に
つ
い
て

　

引
越
し
や
草
刈
等
に
よ
り
、ご
家
庭
か
ら

一
時
的
に
、大
量
の
ご
み
が
排
出
さ
れ
る
場
合

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

集
積
場
に
一
度
に
、大
量
の
ご
み
を
出
す

と
、収
集
に
支
障
を
き
た
す
ば
か
り
か
、町
内

の
集
積
場
ト
ラ
ブ
ル
と
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、1
回
に
つ
き
5
袋
程
度

で
数
回
に
分
け
て
出
し
て
い
た
だ
く
か
、鹿
伏

兎
最
終
処
分
場
で
許
可
書
発
行
後
に
焼
却
施

設（
海
部
地
区
環
境
事
務
組
合
八
穂
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
）へ
の
自
己
搬
入
を
お
願
い
し
ま

す
。

 

集
積
場
へ
の
ご
み
出
し
に
つ
い
て

　

必
ず
午
前
8
時
30
分（
時
間
厳
守
）ま
で
に

集
積
場
に
ご
み
を
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
分
別
が
間
違
っ
て
い
る
ご
み
は
、収
集
さ
れ

　

ま
せ
ん
。出
さ
れ
た
方
は
再
分
別
し
出
し

　

直
し
て
く
だ
さ
い
。

　

家
庭
ご
み
を
集
積
場
へ
持
ち
出
す
こ
と
が

困
難
な
世
帯
を
対
象
に
、市
職
員
が
訪
問
し
、

声
を
掛
け
て
ご
み
を
収
集
し
ま
す
。

対
象
世
帯

・
ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
登
録
で
、要
介
護
認

　

定
を
受
け
て
い
る
世
帯

・
身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、精
神
障
害

　

者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

　

方
だ
け
の
世
帯

※
そ
の
他
の
世
帯
に
お
い
て
も
該
当
す
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
ご
み　

可
燃
ご
み
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容

　

器
包
装
ご
み
、不
燃
ご
み
、資
源
ご
み
、有

　

害
ご
み

　

鹿
伏
兎
最
終
処
分
場
に
お
い
て
、リ
サ
イ
ク

ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
開
設
し
て
い
ま
す
。資
源

リ
サ
イ
ク
ル
で
、ご
み
減
量
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

開
設
場
所　

鹿
伏
兎
最
終
処
分
場（
鹿
伏
兎

　

町
字
袴
腰
32
番
地
）

開
設
時
間　

　

午
前
9
時
〜
午
後
3
時
30
分

　
（
土
・
日
曜
日
、祝
休
日
、年
末
年
始
は
除
く
）

搬
入
可
能
物　

　

新
聞
紙
、段
ボ
ー
ル
、古
着
、空
き
缶（
ス
プ

レ
ー
缶
等
含
む
）、空
き
び
ん
、使
用
済
食
用

油
、小
型
家
電
製
品（
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
、電
話
機
、携
帯
ラ
ジ
オ
、デ
ジ
タ
ル
カ

メ
ラ
、ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
、ポ
ー
タ
ブ
ル
Ｄ
Ｖ
Ｄ

プ
レ
ー
ヤ
ー
、携
帯
音
楽
プ
レ
ー
ヤ
ー
、Ｉ
Ｃ

レ
コ
ー
ダ
ー
、Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
、電
子
辞
書
、

ゲ
ー
ム
機
、ポ
ー
タ
ブ
ル
カ
ー
ナ
ビ
、ド
ラ
イ

ヤ
ー
、電
気
カ
ミ
ソ
リ
、各
種
機
器
の
リ
モ
コ

ン
や
Ａ
Ｃ
ア
ダ
プ
タ
ー
等
）

注
意
事
項　

　

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る

テ
レ
ビ
、冷
蔵
庫
、洗
濯
機
、エ
ア
コ
ン
等
の
搬

入
は
で
き
ま
せ
ん
。お
買
い
求
め
の
販
売
店
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

ポ
ス
ト
へ
の
チ
ラ
シ
投
函
や
、ト
ラ
ッ
ク
で
の

巡
回
回
収
に
よ
り
、家
電
製
品
等
を
無
料
回

収
す
る
業
者
が
あ
り
ま
す
。

　

本
来
、家
庭
ご
み
の
収
集
運
搬
業
を
行
う

に
は
、市
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　

し
か
し
、無
料
回
収
業
者
は
、市
の
許
可
を

受
け
な
い
業
者
で
あ
り
、違
法
行
為
で
す
。

 

こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、回
収
物
が
不
法

投
棄
さ
れ
た
り
、高
額
な
処
理
費
を
請
求
さ

れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

注
意
事
項

　

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る

テ
レ
ビ
、冷
蔵
庫
、洗
濯
機
、エ
ア
コ
ン
等
は
メ

ー
カ
ー
に
よ
る
リ
サ
イ
ク
ル
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
お
り
、無
料
回
収
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
以
外
は
、市
の
収
集
ル
ー
ル
に
基
づ
い

て
排
出
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

　

違
法
無
料
回
収
業
者
の
チ
ラ
シ
配
布
や
、

巡
回
ト
ラ
ッ
ク
で
の
回
収
を
見
つ
け
た
場
合

は
、清
掃
事
務
所
ま
で
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

無
料
回
収
業
者
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
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こんなときは、必ず届け出を

国 民 年 金 の 手 続きについて
年金の被保険者の種類は、国民年金法の第7条第1項の第1号から第3号および同法附則の規定により次の4種類に
分けられます。

退職･転職･結婚等の場合は変更の届け出が必要になります。また各種年金の請求もご本人の手続きが必要です。
各種届け出･請求は下表を参考にしてください。

※平成29年8月1日施行の制度改正により、今まで25年だった受給資格期間が10年に短縮されました。
問合　保険年金課医療･年金Ｇ（市役所1階）　☎24-1114      
　　　中村年金事務所（名古屋市中村区太閤1-19-46）　☎052-453-7200

第1号被保険者
自営･農林漁業や学生、
無職の20～60歳の方

第2号被保険者
会社員や公務員の方

第3号被保険者
第2号被保険者に扶養さ
れている配偶者で、20～6
0歳の方

任意加入被保険者
左記以外で国民年金に
加入を希望する方

ど う す るこ ん な と き 届 出 先
国民年金に加入の手続きをする（被扶
養配偶者も同じ）会社を退職したとき 市役所保険年金課

第3号被保険者への種別変更の手続き
をする

結婚や退職等で配偶者の扶養になった
とき 配偶者の勤務先

第1号被保険者が出産した場合、産前
産後期間の免除申請をする子どもを出産した時 市役所保険年金課

第3号被保険者から第1号被保険者へ
の種別変更の手続きをする

配偶者の扶養からはずれたとき（死
亡・離婚等）
海外に滞在(日本国外に住んでいる
日本国籍のある方)するとき

市役所保険年金課

国民年金への任意加入の制度がありま
す 市役所保険年金課

国民年金に任意加入(満額までの期間
または65歳までの期間。なお、昭和40年
4月1日以前生まれの方で65歳時点でも
年金受給資格の得られない場合は、上
限70歳までで受給権を満たす期間まで)
ができます　　　　　　　　　　　　
　 　 　 　 　 　

60歳時点で年金受給資格10年※が
ない、または受給資格はあるが、受
け取る年金額を満額に近づけたい
とき　

市役所保険年金課

口座振替納付の申出書等を提出する口座振替を開始・停止・変更するとき 口座振替希望の金融機関

免除(全額・一部)の制度があります保険料を納めるのが困難なとき 市役所保険年金課

納付猶予の制度があります50歳未満の方で保険料を納めるの
が困難なとき 市役所保険年金課

学生納付特例の制度があります学生で保険料を納めるのが困難なとき 市役所保険年金課

納付案内書の再交付を依頼する納付案内書を紛失したとき 中村年金事務所

障害基礎年金の請求をする
障がい者になったとき（障害基礎年
金の1級または2級程度）

初診日が第1号被保険者→市役所保険年金課
初診日が第3号被保険者→中村年金事務所

老齢基礎年金の請求をする65歳になったとき 加入年金制度により請求先が異なります

中村年金事務所･市役所に手続きの確
認をする

国民年金加入中･受給中に死亡した
とき

加入･受給年金制度により手続き先
が異なります
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区分

子ども医療

・0歳児から中学3年生（15歳に達する
　年度末)まで

無 ・印鑑、健康保険証

・印鑑、健康保険証
・マイナンバーの分かるものまたは市町村民
  税課税証明書（該当する方のみ※1）

・印鑑、健康保険証
・身体障害者手帳または療育手帳
・自閉症状群については医師の診断書
  （3カ月 以内有効）

・印鑑、健康保険証
・母子･父子家庭を証する書類
  （児童扶養手当、遺児手当の各証書等）
・マイナンバーの分かるものまたは市町村民
  税課税証明書（該当する方のみ※1）

・印鑑、健康保険証
・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療
  受給者証の写し

有 医療保険の自
己負担額

医療保険の自
己負担額

医療保険の自
己負担額

医療保険の自
己負担額

指定自立支援
医療機関にお
ける精神通院
に支払った医
療保険の自己
負担額（医療
に要する費用
の 10％。ただ
し自己負担上
限額以内）

無

有
児童扶養手当
法による児童
扶養手当の所
得制限基準額

無

・中学校卒業から18歳に達する年度末
  まで

・身体障害者手帳1～3級、4級の腎臓機
  能障害または4～6級の進行性筋萎縮
  症の方
・療育手帳A･Bの方
・自閉症状群と診断された方

・18歳に達する年度末までの児童(以下
  ｢18歳以下の児童｣という）を現に扶養
  する母子家庭の母、父子家庭の父
・上記の母、父が扶養する18歳以下の児童
・父母のいない18歳以下の児童

・精神障害者保健福祉手帳1級または2
   級の方

75歳（一定の障がいがある方は65歳）
以上で次の要件に該当する方
・障がい者および母子･父子家庭の父母
  で各福祉医療の受給要件に該当する方
・戦傷病者特別援護法に規定する戦傷
  病者
・精神障がい者、結核患者で公費負担の
  受給要件に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳1級または2
  級の方
・市町村民税非課税世帯に属する寝た
  きりの方および重度、中度の認知症状
  態にある方
・自立支援医療費（精神通院）を支給す
  る旨の認定を受けた方（償還払※2）

障がい者医療

母子・父子家庭
医療

精神障がい者
医療

後期高齢者
福祉医療

※1　マイナンバーの分かるものまたは市町村民税課税証明書が必要な方
　　  ・2019年7月までに申請する方で、2018年1月2日以降に他市町村から転入した方
　　  ・2019年8月以降に申請する方で、 2019年1月2日以降に他市町村から転入した方
※2　償還払･･･一度医療機関で自己負担額を支払った後、後日市への請求により医療費の支給を受ける方法
※3　世帯全員と生計維持者も含む

対象

受給資格 所得等制限
助成内容 新規の申請手続きに必要なもの

　  一部有
母子・父子家庭
の父母の方は
児童扶養手当
法による児童
扶養手当の所
得制限基準額
戦傷病者の方
は障害児福祉
手当所得制限
基準額
寝たきりおよ
び認知症状態
の方は市町村
民税が非課税
（※3）

医療保険の自
己負担額
ただし、自立
支援医療認定
による該当者
は、指定自立
支援医療機関
における精神
通院に支払っ
た医療保険の
自己負担額
（医療に要する
費用の10％。
ただし自己負
担上限額以内）

　福祉医療費助成制度は、下表に該当する方が医療機関にかかる場合、医療保険の自己負担額が無料にな
る制度です。この制度を利用するには、受給者証の交付を受けるなど申請が必要です。該当する方は、早めに
手続きをしてください。
　生活保護法など、公的制度で医療費の助成をすでに受けている方は、対象になりません。

・印鑑、健康保険証
・障がい者の方は障がい者医療と同様
・母子･父子家庭の方は母子･父子家庭医療    
　と同様 
・精神障がい者の方は精神障がい者医療と同    
　様 
・寝たきりおよび認知症状態の方は介護保険  
　被保険者証、寝たきり･認知症状態のわかる 
　もの（医師からの診断書等）、マイナンバー　  
  の分かるものまたは市町村民税課税証明書  
  （該当する方のみ※1）、後期高齢者福祉医療       
  （寝たきり･認知症）所得制限に関する申出書

・自立支援医療費（精神通院）を支給す
  る旨の認定を受けた方

・

・

・

市町村民税所
得割額 5万円
以下

ご存知ですか？ 福祉医療費助成制度
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耐震シェルター

耐震シェルターイメージ図

「小児慢性特定医療費医療受給者証」を交付された18歳未満
の児童（20歳到達まで認められる場合あり）

医療保険の自己負担額
（小児慢性特定疾病に係る自
己負担のほか、それ以外の医
療費全般に係る自己負担額）

・印鑑、健康保険証
・小児慢性特定医療費医療受給者証
・領収証
・振込先口座番号のわかるもの

　出生時体重2,000ｇ以下等の未熟児で、指定病院の医師が入院養育を必要と認めた医療費を市が負担する制度です。
乳児が入院中に申請をする必要があります。

　昭和56年5月以前に建築（着工）された建物は、地震に対する安全性、
耐震性が不足している可能性があります。
　市では住宅の耐震診断･改修に対して、下表のとおり補助制度を設
けています。
　大地震はいつ発生するかわかりません。お住まいの安全性につい
て改めて見直すためにも、これらの制度をご活用ください。

募集締切　10月31日㈭
申込･問合　都市計画課都市計画Ｇ　☎55-9627

助成内容対象 支給申請の手続きに必要なもの

限度額 予定戸数種類 対象

小児慢性特定疾病児童等の医療費助成制度

未熟児養育医療給付制度     

　小児慢性特定医療費医療受給者証を交付されている児童を対象に、医療機関で支払った医療費自己負担額を、市へ
の申請により助成します。　

耐震診断・耐震改修費補助制度のご案内

問合　保険年金医療･年金G　☎24-1114

民間木造住宅無料耐震診断

非木造住宅耐震診断費補助

木造住宅耐震改修費補助

耐震シェルター等設置補助

民間木造住宅除却費補助

ブロック塀等撤去費補助

昭和56年5月31日以前に建築（着工）された木造住宅（在来軸
組構法および伝統構法の戸建、長屋、併用住宅および共同住
宅）

昭和56年5月31日以前に建築（着工）された非木造の戸建住宅

津島市民間木造住宅無料耐震診断を受けた住宅のうち①～③
を満たすこと
①診断結果による判定値が0.4未満であること
②津島市から簡易耐震改修工事および耐震改修工事の補助
　金を受けたことが無いこと
③高齢者もしくは障がい者の方が居住していること

津島市民間木造住宅無料耐震診断を受けた住宅のうち①～③
を満たすこと
①診断結果による判定値が1.0未満であること
②補強工事による判定値の加算が0.3以上であること
③改修後の判定値が1.0以上になること

前年度までに津島市民間木造住宅無料耐震診断を受けた住宅
のうち①～④を満たすこと　
①耐震診断による判定値が0.7未満（もしくは評点60点未満）で
　あるもの
②過去に耐震改修費補助金を受けていないこと
③国･地方公共団体等が所有するものでないこと
④特定空家等および不良住宅でないこと

道路または公共の用に供する土地との境界から2ｍ以内に設置
され、道路からの高さが１ｍ以上のブロック塀等であること

10万円
（1戸あたり）

30戸

5戸

5戸

10件

随時受付

随時受付

100万円
（1戸あたり）

耐震シェルター
30万円
防災ベッド
15万円
（1戸あたり）

建物除却費の
23％（限度額20
万円）
（1戸あたり）

撤去するブロック塀
等の壁面1㎡当たり
1万円を乗じた額
（限度額10万円）
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